
【
労
働
保
険
】
と
は

仕
事
中
や
通
勤
途
中
の
負
傷
・疾
病

労
働
者
を
一
人
で
も
雇
用
す
る
事
業
主
は

加
入
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

事
業
主
の
皆
さ
ま

育
児
や
介
護
に
よ
る
休
業

予
期
せ
ぬ
失
業

…

等
の
、労
働
者
の
も
し
も
の
た
め
の
保
険
制
度
で
す
。

大阪労働局 労働保険適用・事務組合課 ℡ 06-4790-6340
労働保険の加入に
関するお問合せは

11
月
は

「
労
働
保
険

未
手
続
事
業

一
掃
強
化
期
間
」

で
す
。

手
続
き
、お
済
み
で
す
か
？



大阪労働局 労働保険適用・事務組合課 ℡ 06-4790-6340労働保険の加入に関するお問合せは


